
令和８年度埼玉県公立学校学習者用端末共同調達（iPad・購入） 

一般競争入札公告 
  

標記調達について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の６の規定に準じて公告する。 

 

令和８年４月１日 

埼玉県共同調達会議会長  

埼玉県教育委員会教育長 石川 薫 

 

記 

 

１ 調達内容 

（１）調達案件の名称 

   令和８年度埼玉県公立学校学習者用端末共同調達（iPad・購入） 

（２）調達案件の仕様  

   別添「仕様書」による  

（３）入札方法 

  本件入札は、紙媒体による入札書の郵送または持参により行う 

 

２ 入札参加資格  

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。  

（２）本入札が実施される年度に属する埼玉県物品等競争入札参加資格者名簿に、「販売」に係る入札に

参加できる資格のＡ等級で登載された者であって、営業品目（小分類）に「パソコン（付属品含む）」

を含む者であること。 

（３）公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２１年３

月３１日付け入審第５１３号）に基づく入札参加停止等の措置を受けていない者であること。  

（４）公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２１年４月１日

付け入審第９７号）に基づく入札参加除外の措置を受けていない者であること。 

（５）過去５年間において国または地方公共団体が発注する同種の業務（校務用、学習者用端末調達）の

契約を１回以上受注し、かつ、誠実に履行している者であること。 

 

３ 入札参加資格の確認 

  この入札に参加しようとする者は、次のとおり電子メール、郵送又は持参により一般競争入札参加資

格確認申請書（様式１）を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

（１）入札参加資格の提出期限、提出書類及び提出方法  

  ア 提出期限  

    令和８年４月１５日（水）午後０時 

  イ 提出書類  

  「一般競争入札参加資格等確認申請書」（様式１：以下「確認申請書」という。）及び「契約の履

行について」（様式１添付資料） 

  ※代表者印等押印は不要 

 



  ウ 提出方法  

後記１５（５）の担当窓口に電子メール、郵送又は持参により提出すること。なお、郵送による

場合は書留郵便とし、上記の期限内に必着とすること。 

   電子メールで提出した場合は、送信後に電話により着信の確認を行うこと。 

（２）確認結果 

  令和８年４月１７日（金）午後５時までに「一般競争入札参加資格確認通知書」（以下「確認通

知書」という。）により通知する。なお、参加資格が「なし」の場合は、その理由を付ける。通知

は担当窓口へ電子メールで送付する。通知を受信したら直ちにその旨を返信メールにて連絡するこ

と。 

（３）その他 

ア 確認申請書を提出した者は、入札事務の担当者から、提出した書類に関して説明を求められた場

合は、それに応じなければならない。  

イ 確認申請書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。  

ウ 入札参加資格の確認以外に、提出された確認申請書を提出者に無断で使用しない。 

エ 提出された確認申請書は返却しない。  

オ 埼玉県が補正指示をした場合を除き、提出期限日以降における確認申請書の差し替え及び再提出

は認めない。 

カ 確認申請書に関する問い合わせ先は後記１５（５）に同じ。 

キ 確認通知書の交付を受けている入札参加者であっても、入札日において入札参加資格を満たして

いない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 

４ 仕様書等に関する質問及び回答  

（１）質問書の受付期間及び提出方法  

  ア 受付期間 

     令和８年４月２日（木）午前９時から令和８年４月７日（火）午後０時まで 

  イ 提出方法  

     質問がある場合は、１５（５）のとおりメールにより「質問票」（様式２）を提出する。質問者

は確認申請書の「３事務担当者の連絡先」に記載されている担当者とする。メール件名は「【質問

書】令和８年度埼玉県公立学校学習者用端末共同調達（iPad・購入）」とする。電子メール送信後

に電話により着信の確認を行う。着信の確認は、平日の午前９時から午後５時の間に行うこと。 

   なお、担当者以外の質問や受付期間以外の質問及び指定する書式及び方式によらない質問は、一

切受け付けない。  

ただし、入札手続など事務手続に関する質問は随時受け付ける。 

（２）質問書の回答日時及び回答方法  

  ア 回答日時  

     令和８年４月１０日（金）午後５時まで 

  イ 回答方法  

     埼玉県ホームページの本件入札公告ページに掲載する。 

   https://www.pref.saitama.lg.jp/f2220/r8gigaipadhanbai.html 

（３）入札説明会 

 開催しない 

 

５ 入札書の提出 

（１）入札書の受付 



 ア 提出期間 

   「一般競争入札参加資格確認通知書」を受領後から令和８年４月２３日（木）午前１１時まで 

 

 イ 提出方法 

 郵送又は持参により提出すること。なお、郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限内に必

着とする。 

 ウ 提出場所 

     １５（５）の場所 

（２）留意事項 

 ア 入札参加者又はその代理人（以下「入札参加者等」という。）は、仕様書及びその他の配布書

類を熟覧の上、入札しなければならない。  

  イ 入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、入札金額は日本国通貨による表示

に限るものとする。 

  ウ 入札者は、提出した書類について提出期限後は内容を変更又は取消しすることはできない。 

 エ 入札保証金は不要とする。 

 

６ 入札金額  

 （１）入札参加者等は、仕様書に明記した一切の諸費用を含めた上で、入札金額を見積もること。 

   入札金額は消費税及び地方消費税を含めた合計金額を記載すること。 

   ※入札書に記載する金額は、各自治体の金額全てを合算した総額である 

 （２）入札参加者等は、仕様書等に基づき、諸条件を十分考慮した上で、入札金額を見積もること。 

 

 ７ 入札書について 

（１）入札参加者等は、様式３による入札書に、次に掲げる事項を記載して提出しなければならない。 

   ア くじ番号（任意の数字３桁）、入札書の提出年月日 

   イ 入札金額 

    ウ 入札参加者本人が入札する場合は、その住所及び氏名（法人の場合はその所在地、名称又  

   は商号及び代表者の氏名）及び連絡先 

    エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名（法人の場合はその所在地、名  

   称又は商号及び代表者の氏名）及び連絡先並びに当該代理人の氏名及び連絡先 

    なお、代理人が入札する場合は、様式４による入札権限等に関する委任状も併せて提出しなけれ

   ばならない。 

（２）入札参加者等は、入札書を二重封筒に封入して提出しなければならない。その際、外封筒の封皮に

は「令和８年度埼玉県公立学校学習者用端末共同調達（iPad・購入）入札書在中」と記入し、中封

筒の封皮には氏名（法人の場合はその名称又は商号）を記入しなければならない。また、再度入札

を１回まで行うので、中封筒の封皮に「①入札」「②再度入札」の区別を記載し、「①入札」の中

封筒には確認通知書の写しと入札書をその他の中封筒には入札書又は入札辞退届（様式５）（途中

で辞退する場合）を入れて密封しなければならない。 

（３）入札参加者等は、入札書の記載事項の訂正がある場合は、首標金額以外の訂正に限る。 

（４）入札金額内訳書 

  入札金額内訳書（様式６）を同封すること。 

  ※全ての自治体の内訳を記入した上で同封すること 

（５）入札書その他の全ての書類に代表者印等の押印は不要である。 

 



８ 入札の無効  

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。  

（１）入札参加資格のない者がした入札  

（２）入札書に記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書によるもの  

（３）入札書が指定の日時までに提出されなかったもの  

（４）談合その他不正行為があったと認められる入札  

（５）虚偽の確認申請書を提出した者がした入札  

（６）首標金額を訂正したもの 

（７）記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの 

（８）代理人で委任状を提出しない者がしたもの 

（９）他人の代理を兼ねた者がしたもの 

（10）２以上の入札書を提出した者がしたもの、又は２以上の者の代理をした者がしたもの 

（11）前各号に定めるもののほか、その他公告に示す事項に反した者がした入札 

 

９ 開札の執行 

（１）開札の場所及び日時 

ア 場所 

埼玉県教育局県立学校部ＩＣＴ教育推進課 

  イ 日時 

    令和８年４月２３日（金）午前１１時１０分 

（２）注意事項 

 立会いは不可とする 

 

１０ 落札者の決定 

（１）予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札書を提出した者を落札者とする。 

（２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、入札書に記載したくじ番号によりくじ 

  を実施し、落札者を決定する。 

（３）（２）の同価の入札をした者のうち、入札書にくじ番号を記載していないものがあるときは、立会 

  い職員がこれに代わってくじ番号を入力し、落札者を決定する。   

（４）落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び落札金額を、すべ 

  ての入札者に通知する。 

 

１１ くじによる落札者決定について 

  落札者となるべき同価格の応札が２者以上ある場合、くじにより落札者を決定する。実施方法は、以

下に示すとおりである。 

（１）くじに関する準備 

   入札参加者は、入札書（様式３）のくじ番号欄に３桁の任意の数字を記載すること。空欄の場合は、

「０００」が記載されたものとして処理をする。 

（２）落札者決定方法 

 ア 同価格の入札者の３桁の「くじ番号」の合計を、同価格の入札者の人数で割り、余りを算出する。 

 イ アで算出した余りと入札書受付順により、下のように落札者を決定する。 

  

 

 



   ・同価格の入札者が２者のケース 

         ０の場合→入札受付順が早い入札者が落札 

    余りが 

         １の場合→入札受付順が遅い入札者が落札 

   

  ・同価格の入札者が３者のケース 

         ０の場合→入札受付順が１番早い入札者が落札 

    余りが  １の場合→入札受付順が２番目の入札者が落札 

         ２の場合→入札受付順が３番目の入札者が落札 

 

１２ 再度入札 

（１）開札の結果、入札者参加者等の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の有効な入札がないときは、 

直ちに再度入札を行う。 

（２）再度入札は、１回まで行う。再度入札を行っても落札者がいないときは、その入札における価格が

  下位の入札者に見積書の提出を求め、随意契約に移行する場合がある。 

 

１３ 不調 

 開札の結果、入札参加者等の入札のうち、予定価格の範囲内で有効な入札がないときは、入札は不

調とする。 

 

１４ 契約方法 

落札者は、各自治体の規則等に則り、各自治体とそれぞれ契約を締結するものとする。ただし、自

治体がリースを希望する場合は、自治体指定のリース業者と契約を締結するものとする（その場合、

代金はリース業者が落札者に対して支払うこととなる）。 

当該契約は、契約書に双方がともに押印したときに確定する。電子契約の場合は双方の承認等があ

った場合に確定となる。 

なお、当該契約が、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号及び各参加自治

体の条例に規定する議会の議決に付すべき規定に該当する場合には、当該自治体の議会の議決を得た

ときに契約が成立するため、それまでの間は仮契約の締結を行うものとする。 

 

 

１５ その他 

（１）競争入札参加者等及び契約の相手方が本件の調達に関して要した費用は、全て当該競争入札者等及

び契約の相手方が負担するものとする。 

（２）入札及び契約に関して埼玉県共同調達会議は一切の費用を負担しない。 

（３）入札後、仕様書等に係る不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 

（４）入札執行権者 

  所属名称 埼玉県教育局県立学校部ＩＣＴ教育推進課 

  職・氏名 課長・櫻井 裕一 

（５）本件調達に関しての担当窓口 

（郵便番号）３３０－９３０１ 

（所 在 地）埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号 （県庁第二庁舎 10階） 

（機 関 名）埼玉県教育局県立学校部ＩＣＴ教育推進課  

（担 当 者）松尾 元広 



（電話番号）０４８－８３０－７５５７（直通） 

（メ ー ル）a6640-02@pref.saitama.lg.jp 

（６）確認通知書を受領した後、入札完了までに入札を辞退する場合は、令和８年４月２３日（木） 

  午前１１時までに、入札辞退届（様式５）を提出すること。 

 

１６ 選定のスケジュール 

日 程 内 容 

令和８年４月１日（木） 入札の公告 

    ４月７日（火）午後０時 仕様書等に関する質問受付期限 

４月10日（金）午後５時 仕様書等に関する質問への回答 

４月15日（水）午後０時 入札参加資格確認申請書の提出期限 

４月17日（金）午後５時 入札参加者資格審査結果の通知 

４月23日（木）午前11時 入札書提出期限 

４月23日（木）午前11時10分 開札 

 


